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４月５日(火)
第293号

令和４（2022）年４月５日　火曜日 （511）

告 示
栃木県告示第216号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第54条の２第４項において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　居宅介護事業者

廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ４
（2022）年
４月１日

社会福祉法人栃木
市社会福祉協議会

栃木市今泉町２-
１-40

栃木市社協スマイ
ルケアいずみ

栃木市今泉町２-
１-40

居宅介護支
援

令 和 ４
（2022）年
４月１日

社会福祉法人栃木
市社会福祉協議会

栃木市今泉町２-
１-40

栃木市社協藤岡ケ
アプランセンター

栃木市藤岡町藤岡
810

居宅介護支
援

令 和 ４
（2022）年
３月31日

社会福祉法人鹿沼
市社会福祉協議会

鹿沼市万町 931-
１

鹿沼市社会福祉協
議会

鹿沼市万町 931-
１

訪問介護
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（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第217号
　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第20条第１項の規定による登録特定行為事業者の
登録をしたので、同条第２項において準用する同法第48条の８の規定により次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登 録 番 号

事 業 者 事 業 所
登 録 の
年 月 日 特定行為の種別

氏名又は名称
住 所 又 は
主たる事務所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

091400016 株式会社　ア
ライブ・ライ
フ

栃木県小山市
東間々田３-
14-21

訪問介護ス
テーション　
らいふ

栃木県小山市
東間々田３-
14-21

令 和 ４
（2022）年
３月15日

口腔内の喀痰吸
引
鼻腔内の喀痰吸
引
気管カニューレ
内部の喀痰吸引
胃ろう又は腸ろ
うによる経管栄
養
経鼻経管栄養

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第218号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

鬼 怒 川 東 部 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月17日

喜 連 川 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月17日

し お や 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月23日

三 栗 谷 用 水 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月24日

国 分 寺 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月28日

壬 生 町 土 地 改 良 区 令和４（2022）年３月28日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第219号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、次の土地改
良区連合の定款の変更を認可したので、同法第84条において準用する同法第30条第３項の規定により公告す
る。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 連 合 名 認 可 年 月 日
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鬼怒中央土地改良区連合 令和４（2022）年３月28日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第220号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区
域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課及び栃木県安足土木事務所において縦覧に供する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　急傾斜地崩壊危険区域の名称　足利工高西
２　急傾斜地崩壊危険区域の表示
　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から10号までを順次結んだ線及び標柱１号と10号を結んだ線に囲
まれた土地の区域

市 町 村 名 大 字 名 字 名 地 番 標 柱 番 号

足利市 西宮町 3798番１＋3798番３ １号から８号まで

同 同 3798番18 ９号

同 同 3798番23 10号

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について就
任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

国 分 寺
土地改良区 監 事 諏訪　春男 下野市柴196-４

令 和 ４
（2022）.
3.23

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画決定図書の写しの縦覧
　芳賀町が都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により令和４（2022）年４月１日に決定
した、宇都宮都市計画地区計画（とちぎ食肉センター周辺地区地区計画）の関係図書の写しを同法第20条第２
項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
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栃木県選挙管理委員会告示第12号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設について、次のとおり名称の変更があったので告示する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

施 設 の 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

医療法人財団佐野メディカルセンター
佐野市民病院

社会医療法人財団佐野メディカルセンター
佐野市民病院

佐野市田沼町
1832-１

医療法人財団佐野メディカルセンター
介護老人保健施設　あそヘルホス

社会医療法人財団佐野メディカルセンター
介護老人保健施設　あそヘルホス

佐野市田沼町
1832-１

社会福祉法人東徳会
特別養護老人ホーム　和見山苑

社会福祉法人両崖福祉会
特別養護老人ホーム　和見山苑

足利市稲岡町
1083-１

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告）
　次のとおり技術提案書の提出を招請するので公示する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　業務概要
⑴　業務名
　栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システム構築業務
⑵　業務内容
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）及び使用済自動車の再資源化等に関する
法律（平成14年法律第87号）に係る許認可の事務処理及び台帳整備等をシステム管理し、更に事業者指導
情報を一元化するとともに、モバイルPCを活用したシステムを構築する。
⑶　履行期間
　契約締結の日から令和５（2023）年３月24日（金）まで
⑷　履行場所
　実施要領による。
⑸　提案上限額
　39,719,900円（消費税及び地方消費税を含む。）

２　参加資格及び評価基準
⑴　参加表明書の提出者に要求される資格
　次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
イ　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「Ｎ通信、情報処理」の入札参加資
格を有するものと決定された者であること。なお、資格を有していない者は、技術提案書の提出期限ま
でに当該資格を取得すること。
ウ　参加表明書を提出した日から契約の相手方の決定の日までの間において、栃木県競争入札参加資格者
指名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者
であること。
エ　地方公共団体が発注する同種又は類似の業務の実績があること。
⑵　技術提案書の特定のための標準基準
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ア　提案内容の優良性
　システム構成、要求事項、メンテナンス性及び独創性
イ　業務実施体制
　業務実施の確実性及び業務遂行の安定性
ウ　必要経費

３　手続等
⑴　担当部局
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県環境森林部資源循環推進課審査指導班
電話　028-623-3154　FAX　028-623-3113
電子メール　shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

⑵　実施要領等の交付期間及び交付場所
ア　交付期間
　令和４（2022）年４月５日（火）から同年５月２日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前９時から午後５時まで
イ　交付場所
⑴の場所において交付するほか、栃木県ホームページに掲載する。

⑶　参加表明書の提出方法、提出場所及び提出期限
ア　提出方法
　本プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要領に基づき参加表明書を作成し、持参又は郵送（簡
易書留に限る。）により提出すること。
イ　提出場所
⑴の場所に提出すること。

ウ　提出期限
　令和４（2022）年５月２日（月）午後５時必着

⑷　技術提案書の提出方法、提出場所及び提出期限
ア　提出方法
　技術提案書の提出は、実施要領に基づき技術提案書を作成し、持参又は郵送（簡易書留に限る。）に
より提出すること。
イ　提出場所
⑴の場所に提出すること。

ウ　提出期限
　令和４（2022）年６月22日（水）午後５時必着

４　その他
⑴　書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法（平成４年法
律第51号）に定める単位に限る。
⑵　契約書の作成を要する。
⑶　技術提案書に係るプレゼンテーションの審査を行う。
⑷　詳細は、説明書による。
５　Summary
⑴　Subject matter of contract:
Development of a system for management of corporate and business information, based on (a) laws 
regarding waste disposal and sanitation, as well as (b) laws regarding recycling of end-of-life vehicles.

⑵　Time period to submit application documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., May 2, 2022

⑶　Time period to submit proposal documents (Documents must arrive no later than):
5:00 p.m., June 22, 2022



（516） 栃 木 県 公 報 第293号令和４（2022）年４月５日　火曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑷　Information is available at:
Resource Recycling Promotion Division,
Department of Enviroment and Forestry,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL.028-623-3154

（資源循環推進課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和４（2022）年４月５日

栃木県下水道管理事務所長　　田　　上　　　　　浩　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センターで使用する電力（高圧）　予定使用電力量　2,847,150
　kWh　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和４（2022）年
４月１日　⑤東京電力パワーグリッド株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥67,414,842円　⑦随
意契約　⑨地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
２　①鬼怒川上流流域下水道県央浄化センターで使用する電力（高圧）　予定使用電力量　8,691,450kWh　
②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和４（2022）年４月１日
⑤東京電力パワーグリッド株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥191,897,071円　⑦随意契約　⑨
地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
３　①巴波川流域下水道巴波川浄化センターで使用する電力（高圧）　予定使用電力量　3,426,850kWh　②
栃木県県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和４（2022）年４月１日
⑤東京電力パワーグリッド株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥79,530,823円　⑦随意契約　⑨
地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
４　①渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センターで使用する電力　予定使用電力量　2,524,600kWh　②栃木
県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和４（2022）年４月１日　⑤東
京電力パワーグリッド株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥55,254,508円　⑦随意契約　⑨地方
自治法施行令第167条の２第１項第５号

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


